
大阪府高等学校農場協会会則 

 

第１章  名称 目的 事業 

第１条 本会は次のように定める。 

１．大阪府高等学校農場協会（略称 阪高農）と称する。 

２．設立は、昭和２４年(１９４９年)４月１日とする。 

３．所在地は、大阪府堺市美原区北余部５９５－１におく。 

４．事務局は、会長所属校に置く。 

第２条 本会は全国高等学校農場協会の大阪支部として、大阪府農業研究会、大阪府産業教育

研究会農業部会及び全国高等学校農場協会と緊密に連携し、農業教育の振興発展を図る

ことを目的として次の事業を行う。 

１．会議の開催、全国、支部等の組織、事業の参加 

２．農業教育に関する調査、研究、改善、振興に関する建議、発表 

３．会員相互の親睦、福利、厚生の増進 

４．その他、本会の目的達成に必要と認める事項 

 

第２章  会員 役員 

第３条 本会の会員は、大阪府農業教育研究会会員及び本会の趣旨に賛同する者で構成する。 

第４条 本会に次の役員を置く。 

  １．顧問  若干名   ２．会長   １名    ３．副会長   ２名 

  ４．理事  若干名   ５．庶務会計 １名    ６．監事    ２名 

第５条 役員の選出は次のように定める。 

  １．顧問 本会員をもつ学校長を推薦する。 

２．会長 大阪府農業教育研究会の本会員の中から理事会で推薦する。 

３．副会長 理事の中から互選する。 

  ４．理事 当分の間、選出人数を次のように定める。 

     枚岡樟風高等学校 １名  能勢高等学校 １名  農芸高等学校 ３名 

     園芸高等学校   ３名  貝塚高等学校 １名 

５．庶務会計 会長校の理事以外の本会員の中より選出する。 

６．監事 会長校及び理事以外の会員の中より選出する。 

第６条 役員の任務は次のように定める。 

  １．顧 問 本会の運営について指導助言する。                           

  ２．会 長 本会を総理し、本会を代表して全国高等学校農場協会理事となり、全国高等

学校農場協会近東支部理事を兼ねる。 

  ３．副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。また全国高等

学校農場協会の代議員となる。 

  ４．理 事 各校を代表して会務の審議、執行にあたる。理事のうち２名を互選し、全国

高等学校農場協会近東支部の理事となる。 

  ５．庶務会計 本会の経理、庶務にあたる。 

  ６．監事 本会の会務、会計の監査にあたる。 



第７条 役員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、補欠による役員の任期は前任者の

残任期間とする。 

 

第３章  会  議 

第８条 総会は最高議決機関で、年１回開催する。ただし、理事会において必要と認めたとき

には、臨時に総会を開く事が出来る。 

第９条 総会は次の事項を審議する。 

  １．事業経過、決算の承認  ２．事業計画、予算の審議  ３．役員の承認 

  ４．会則の変更       ５．その他必要な事項 

第１０条 理事会は次の事項を審議する。 

  １．予算、決算に関する事項  ２．事業に関する事項  ３．役員に関する事項 

  ４．その他総会から付託された事項  ５．その他必要な事項 

第１１条 会議の議決は出席者の過半数以上により決する。 

 

第４章  会  計 

第１２条 本会の運営は、会費及び寄付金等を以て充てる。 

    会費（年額）は当分の間、次のように定める。 

  １．学校分担金  園芸 農芸の各校は６，０００円 

           能勢 枚岡樟風 貝塚の各校は３，０００円 

  ２．個人会費   １，３００円 

第１３条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日を以て終わる。 

 

第５章  附  則 

第１４条 本会則の変更は、総会の決議を経なければならない。 

第１５条 本会則は昭和５５年５月１７日より施行する。  

改正 昭和６０年５月２３日から施行する。 

改正 昭和６２年５月２２日から施行する。 

改正 平成１年４月１日から施行する。 

改正 平成１３年４月１日から施行する。 

改正 平成１５年４月１日から施行する。 

改正 平成２０年４月１日から施行する。 

改正 令和４年度４月１日から施行する。 


